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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成20年8月7日(2008.8.7)

【公表番号】特表2008-506681(P2008-506681A)
【公表日】平成20年3月6日(2008.3.6)
【年通号数】公開・登録公報2008-009
【出願番号】特願2007-520919(P2007-520919)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  39/395    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/337    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/704    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/573    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  33/24     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ｃ０７Ｋ  16/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ  39/395   　　　Ｅ
   Ａ６１Ｋ  39/395   　　　Ｔ
   Ａ６１Ｋ  31/337   　　　　
   Ａ６１Ｋ  31/704   　　　　
   Ａ６１Ｋ  31/573   　　　　
   Ａ６１Ｋ  33/24    　　　　
   Ａ６１Ｐ  35/00    　　　　
   Ｃ０７Ｋ  16/28    ＺＮＡ　

【手続補正書】
【提出日】平成20年6月16日(2008.6.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非血液性の悪性腫瘍の治療薬であって、ＩＧＦ－１Ｒに特異的に結合する抗体の治療有
効量と、アルキル化剤、葉酸拮抗物質、ピリミジン拮抗物質、細胞毒性抗生物質、白金化
合物、タキサン、ビンカアルカロイド、トポイソメラーゼ阻害剤、ＥＧＦＲ阻害剤及びホ
ルモン療法剤からなる群から選択される、少なくとも１種類の作用剤の治療有効量とを組
合わせてなる前記治療薬。
【請求項２】
　該作用剤がタキサンである、請求項１記載の治療薬。
【請求項３】
　タキサンがドセタキセルである、請求項２記載の治療薬。
【請求項４】
　タキサンがパクリタキセルである、請求項２記載の治療薬。
【請求項５】
　該抗体とタキサンが、カルボプラチン、シスプラチン、ゲムシタビン、カペシタビン、
エピルビシン及びプレドニゾンから成る群から選択される付加的治療剤と組合わせて投与
される、請求項３及び４のいずれかに記載の治療薬。
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【請求項６】
　該付加的治療剤がカルボプラチンである、請求項５記載の治療薬。
【請求項７】
　該付加的治療剤がエピルビシンである、請求項５記載の治療薬。
【請求項８】
　該付加的治療剤がプレドニゾンである、請求項５記載の治療薬。
【請求項９】
　該非血液性の悪性腫瘍が乳癌である、請求項１～８のいずれかに記載の治療薬。
【請求項１０】
　該非血液性の悪性腫瘍が肺癌である、請求項１～８のいずれかに記載の治療薬。
【請求項１１】
　該非血液性の悪性腫瘍が前立腺癌である、請求項１～８のいずれかに記載の治療薬。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれかに記載の方法によって非血液性の悪性腫瘍を治療するための
薬剤組成物であって、
　ＩＧＦ－１Ｒに特異的に結合する抗体の治療有効量；
　アルキル化剤、葉酸拮抗物質、ピリミジン拮抗物質、細胞毒性抗生物質、白金化合物、
タキサン、ビンカアルカロイド、トポイソメラーゼ阻害剤、ＥＧＦＲ阻害剤及びホルモン
療法剤からなる群から選択される、少なくとも１種類の作用剤の治療有効量；及び
　製薬的に受容されるキャリヤーを含む薬剤組成物。
【請求項１３】
　該抗体が下記性質を有する請求項１２記載の薬剤組成物：
　８ｘ１０－９以下のＫｄという、ヒトＩＧＦ－１Ｒに対する結合アフィニティ；及び
　１００ｎＭ未満のＩＣ５０による、ヒトＩＧＦ－１ＲとＩＧＦ－１との間の結合阻害。
【請求項１４】
　該抗体が、
（ａ）２．１２．１、２．１３．２、２．１４．３、４．９．２、４．１７．３、及び６
．１．１から成る群から選択される抗体のＣＤＲ－１、ＣＤＲ－２及びＣＤＲ－３のアミ
ノ酸配列を含む重鎖；
（ｂ）２．１２．１、２．１３．２、２．１４．３、４．９．２、４．１７．３、及び６
．１．１から成る群から選択される抗体のＣＤＲ－１、ＣＤＲ－２及びＣＤＲ－３のアミ
ノ酸配列を含む軽鎖；並びに
（ｃ）２．１２．１、２．１３．２、２．１４．３、４．９．２、４．１７．３、及び６
．１．１から成る群から選択される抗体のＣＤＲ配列からの変異を有する配列であって、
保存的変化［この場合該保存的変化は非極性残基の他の非極性残基による置換、極性帯電
残基の他の極性非帯電残基による置換、極性帯電残基の他の極性帯電残基による置換、及
び構造的に類似した残基の置換から成る群から選択される］；及び、非保存的置換［この
場合該非保存的置換は、極性非帯電残基に代わる極性帯電残基の置換と、極性残基に代わ
る非極性残基の置換から成る群から選択される］、付加、及び欠失から成る群から選択さ
れるそのような配列
から成る群の少なくとも１つを含む、請求項１２又は１３のいずれかに記載の組成物。
【請求項１５】
　該抗体が、２．１２．１、２．１３．２、２．１４．３、４．９．２、４．１７．３、
及び６．１．１から成る群から選択される抗体のＣＤＲ－１、ＣＤＲ－２及びＣＤＲ－３
のアミノ酸配列を含む重鎖と、ＣＤＲ－１、ＣＤＲ－２及びＣＤＲ－３のアミノ酸配列を
含む軽鎖を含む、請求項１２～１４のいずれかに記載の組成物。
【請求項１６】
　該抗体が、ヒト遺伝子ＤＰ－４７に由来する重鎖アミノ酸配列と、ヒト遺伝子Ａ３０に
由来する軽鎖アミノ酸配列を含む抗体から成る群から選択される、請求項１２～１５のい
ずれかに記載の組成物。
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